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○食品衛生法上問題のある事故米穀について各種法令や国との契約に違反して食用等への
横流しを行った事案が発生。農林水産省はこれを長期にわたって見逃し、結果として消費
者の食の安全に対する不安を招いたその責任は重大。  

○事故米穀の流通ルートには、酒、和菓子、米菓等のメーカーや給食施設、外食企業等も含
まれるなど、問題の広域性、社会的影響の大きさ等にかんがみ、政府一体となって対応。 

○農林水産省においては、「事故米対策本部」を設置（2008年９月24日）し、「農林水産省の
取組に関する工程表」（2008年９月28日同本部決定）に基づき、再発防止策の確立、流通ル
ートの解明、事故米と知らずに使用した善意の事業者に対する経営支援策等の具体化に取
り組み、10月末にその中間的総括を公表。流通ルートについて解明できるものはすべて解明。

三笠フーズ(株)による不正規流通の概要 

Ⅰ トピックス－事故米穀の不正規流通問題への対応－ 

資料：農林水産省作成 
 注：中間流通業者及び製造・販売業者は、これまでに確認できた事業者数 

全国一斉点検実施状況 

資料：農林水産省作成 
 注：目的に反して使用した企業についてのみ記載。数量は、2003～08年度の事故米穀売却数量。( )はメタミドホスに
よる事故米穀であり、内数 

三笠フーズ(株)による上記以外の不正規流通の概要 

三
笠
フ
ー
ズ(

株)

消
費
者
・
需
要
者

国産事故米穀
うるち米 293ｔ

100社

政
府

商
社

MA事故米穀
うるち米 677ｔ

MA事故米穀
うるち米 209ｔ
もち米 ８ｔ

市場流通 428ｔ
在庫 35ｔ
廃棄 52ｔ
肥料用 162ｔ

市場流通 293ｔ

市場流通 210ｔ
廃棄 ７ｔ

10社

＜主な仕向先＞

外食

酒造、外食

酒造、菓子、もち

※製造・販売業
者は、消費者等
に対し最終的に
販売した者

中
間
流
通
業
者

製
造
・
販
売
業
者

残留農薬米（メタミドホス）
もち（中国産） 800ｔ

カビ米（アフラトキシン）
うるち（中国・ベトナム・米国産）
9.5ｔ

残留農薬米（アセタミプリド）
うるち（ベトナム産）598ｔ

在庫 151ｔ

市場流通 447ｔ

市場流通 2.8ｔ

在庫等 6.7ｔ

市場流通 123ｔ

在庫等 677ｔ

出荷 1,407.5ｔ 流通ルートの解明 1,398.5ｔ

最
終
製
造
業
者
等
（
公
表
済
）

調査終了

販売先提示拒否（９ｔ）

※非食用処理を含む。

※非食用等処理を含む。

酒造

酒造

調査終了

調査終了

菓子、米菓等

用途については、特定済
（和菓子等）。賞味期限を
考慮すれば全量消費済

393
業者

114ｔ

三
笠
フ
ー
ズ
（
株
）

業者名 数量 事故品の種類 買受時用途 確認事項

(株)浅井
1,297
(570)

メタミドホス、
カビ、水濡れ

工業用のり用
・購入目的に反して使用したことを確認
・10月８日愛知県警に告発済

太田産業(株)
1,136
(718)

メタミドホス、
カビ、水濡れ

工業用のり用

・購入目的に反して使用したことを確認
　　事故米穀の売却に関する2003～04年当時の帳簿等は全て廃棄した
    との主張
・法律に違反する事実が確認された場合は、告発を含めて適切に対応

島田化学工業(株) 236 カビ、汚損 工業用のり用
・購入目的に反して使用したことを確認
・法律に違反する事実が確認された場合は、告発を含めて適切に対応

東伸製糊
せいこ

(有) 131 カビ、水濡れ 工業用のり用

・購入目的通りに使用されたことを確認できなかった。
　・事故米穀を売却した2004年当時の帳簿等は全て廃棄したとの主張
　・2008年９月24日に会社解散
・法律に違反する事実が確認された場合は、告発を含めて適切に対応
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○今後は、米流通システムの見直し、農林水産省の業務・組織の見直しを進め、11月中に骨
格を取りまとめ、また、食品について問題や事故が発生したときの食品企業等による自主
的な公表や回収のあり方について、消費者の信頼の確保等の観点から検討し、論点を整理。

 
○農林水産省は BSE 問題の経験を生かせなかったことを重く受け止め、その反省の上に立っ
て、職員の意識や組織の体質を根本から改革していく必要。農林水産省職員の一人ひとり
が消費者のことを真剣に考え、食の安全を守るとの強い意識をもって、政策・業務の改善・
充実にまい進できるようになるまで、全力をあげて改革を実行。 

農林水産省の事故米対策の取組に関する工程表のポイントと進捗状況 

資料：農林水産省作成 

Ⅰ 速やかに対応

＜流通ルートの全容解明＞
○ アフラトキシン、残留農薬、一般カビのルート解明

＜国と輸入業者の契約条項の改定＞
○ 国と輸入業者との契約において、食品衛生法上問題があ
る場合には輸出国等へ返送・廃棄する旨を契約上明記

＜国が保有する事故米穀の廃棄処分＞
○ 国が保有する食品衛生法上問題がある事故米の廃棄

＜米流通に関する検査マニュアルの整備＞
○ 厳格な検査マニュアルの作成。抜き打ち検査は即時実施

＜経営支援対策＞
○ 善意の関連事業者への回収費用等に対する支援

Ⅱ 次期通常国会への法案提出に向けて準備すべきもの

○ 米の取扱業者に関する規制のあり方（悪質業者に米を扱
わせないようにする方法）について検討、成案を得る。

○ 米の取扱業者に対する仕入れ・加工・販売等の記録の義
務付け、行政庁に対する報告等について検討、成案を得る。

○ コメ関連商品に幅広く、原料米の原産国表示を義務付け
ることについて検討、成案を得る。

＜農林水産省の業務・組織の見直し＞
○ 国内BSE発生の際の農林水産省の反省がなぜ生かされな
かったのかを検証。全局庁・全地方組織の業務について、
消費者・国民の視点から総点検。特に、米の売買業務のあ
り方については、十分検討の上、見直し

○ 上記の業務の見直しを踏まえて、組織のあり方を見直し
特に、米の売買業務に関する組織のあり方、米取引に関す
る検査部門のあり方（販売部門との分離等）については、
十分検討の上、見直し

＜検査職員の資質向上＞

Ⅲ 2009年度を目途に準備すべきもの

Ⅳ Ⅰ～Ⅲ全体について
○ Ⅰ～Ⅲの取組について、省外の方々からの意見を聞きな
がら進める。

＜職員の処分＞
○ 内閣府・事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議
での検討結果を踏まえ、速やかに対応

・10/31 流通ルートの解明状況の全体像を公
表

・10/10 契約に明記し、麦の入札再開
・10/31 米の入札公告を実施

・10/3 廃棄処分開始

・10/10 検査マニュアル作成・公表

・10/10 事業者訪問終了
・10/31 経営支援対策の枠組みを公表

・ 有識者会議において、原因究明と責任の所
在の明確化について11月初旬を目処に取りま
とめる予定

・ その結果を踏まえ厳正に処分する予定
・10/31 倫理法違反の処分・公表

・10/17 第１回「米流通システム検討会」を
開催

・ 11月中に新制度の骨格をまとめる予定

・10/2 農林水産省改革チームの発足
・ 農林水産省改革チームの検討結果、各局
庁・各地方組織の業務総点検の結果等を踏
まえて、11月中に業務・組織のあり方の骨
格を固めて、公表予定

・ 2009年４月実施に向けて他省庁等と調整中

・ 10/2の第３回事故米対策本部で１回目の意
見交換を実施

・ 下記の外部評価アンケート調査の結果を集
計した段階で２回目の意見交換を実施予定

＜ポイント＞ ＜進捗状況＞

＜米の流通規制、米のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ、米の原料原産地表示等＞

○ 国家公務員倫理法違反については、調査結果を踏まえ、
国家公務員倫理審査会と協議の上、速やかに対応

○ 農林水産省の取組に関する外部評価を実施 ・ 11月上旬に消費者モニター等への外部評価
アンケート調査（１回目）を行う予定

○ 取引に係る検査ノウハウのある他省庁との人事交流等
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0
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 大豆
8.8ドル/bu
過去最高
16.6ドル
2008.7.3

 小麦
5.5ドル/bu
過去最高
12.8ドル
2008.2.27

とうもろこし
3.8ドル/bu
過去最高
7.5ドル
2008.6.27

米
591ドル/t
過去最高
1,038ドル
2008.5.21

Ⅱ 特集－水田等の有効利用を通じた食料供給力の強化に向けて－ 

１ 原油や穀物、大豆の国際価格の動向とその影響 

（１）食料品の価格上昇と食料消費の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○穀物、大豆等の国際価格は、2006 年秋頃から上昇基調で推移。現在は、小麦の豊作予測等
に加え、金融不安による株価の低迷や商品市場からの資金流出、世界的な不況による穀物
需要の減退懸念等から最高値に比べ大幅に低下したものの、依然、2006 年秋頃を 1.5 倍以
上上回る水準。  
○この影響を受けて、主要国の食料の消費者物価指数（2008 年９月、2005 年＝100）は、英
国 120.9、米国 114.2 となるなど、2006 年以降大幅に上昇。 

 
○我が国の食料の消費者物価指数も、2007 年秋以降上昇する傾向にあり、本年９月には 104.5
（2005 年＝100）、前年同月比 3.0％上昇。品目別では、輸入麦の政府売渡価格の４期連続
引き上げの影響により、小麦関連製品の価格が上昇したほか、大豆加工品等も上昇。 

穀物・大豆の価格の推移 

資料：ロイター・ES＝時事 
注：1) 小麦、とうもろこし、大豆は、シカゴ商品取引所（CBOT）

の各月第一金曜日の期近価格に加え、2008年11月14日
の期近価格。米は、タイ国貿易取引委員会公表による各月
第１水曜日のタイうるち精米100％２等のFOB 価格に加
え、2008年11月12日の価格 
2) 米以外の過去最高価格については、シカゴ商品取引所の
すべての取引日における最高価格 
3) １ブッシェルは、大豆、小麦は27.2155kg、とうもろこ
しは25.4012kg 

2008年11月14日現在

品目別消費者物価指数の推移（2005 年＝100） 

国際価格高騰の要因 

９ ９ 

資料：総務省「消費者物価指数」 
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(単位：％)
2003年 04 05 06 07

1～3月期 4～6 7～9 10～12
08
1～3 4～6

消費支出 ▲ 1.1 1.6 ▲ 0.2 ▲ 3.1 ▲ 0.6 0.3 3.1 1.0 1.4 ▲ 0.4

食料 ▲ 2.6 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 2.7 1.4 0.5 2.2 ▲ 0.0 0.4 ▲ 1.7

食材費 ▲ 3.4 ▲ 2.0 ▲ 1.2 ▲ 3.2 ▲ 1.3 ▲ 0.5 1.0 0.1 3.0 ▲ 0.2

穀類 ▲ 1.6 ▲ 2.5 ▲ 0.5 ▲ 1.4 2.1 1.7 3.1 2.7 1.8 ▲ 2.1

米 ▲ 4.4 ▲ 6.2 ▲ 0.7 ▲ 2.0 1.4 0.6 ▲ 0.5 2.7 5.1 2.6

パン 1.4 2.2 ▲ 2.6 ▲ 0.4 2.4 0.4 4.0 1.9 ▲ 3.1 ▲ 7.1

めん類 ▲ 1.2 0.7 ▲ 6.1 ▲ 2.4 1.5 3.6 5.3 2.0 ▲ 2.1 ▲ 3.7

魚介類 ▲ 5.2 ▲ 2.9 ▲ 2.2 ▲ 4.2 ▲ 3.2 ▲ 3.0 ▲ 0.1 ▲ 3.0 ▲ 1.9 ▲ 3.4

肉類 ▲ 3.7 ▲ 1.6 ▲ 0.7 ▲ 1.8 1.8 0.2 1.0 ▲ 0.6 2.2 2.4

野菜・海藻 ▲ 4.3 ▲ 2.6 1.0 ▲ 4.8 1.0 0.5 3.5 ▲ 0.3 1.2 ▲ 1.0

果物 ▲ 9.2 ▲ 3.7 ▲ 0.4 ▲ 10.5 ▲ 7.4 2.1 0.4 ▲ 3.8 6.9 ▲ 0.6

油脂･調味料 0.5 1.8 ▲ 0.6 ▲ 1.5 3.4 1.8 1.5 1.6 5.1 1.6

カレールウ ▲ 1.3 ▲ 0.8 ▲ 3.4 0.1 3.6 ▲ 0.3 ▲ 6.1 ▲ 1.2 2.0 6.0

ふりかけ ▲ 2.2 ▲ 2.0 ▲ 3.2 1.0 6.9 2.5 0.1 0.5 9.4 12.4

調理食品 0.1 1.0 1.4 ▲ 1.3 ▲ 2.1 ▲ 2.1 0.9 ▲ 2.2 ▲ 4.9 ▲ 6.2

飲料 0.1 8.4 2.2 ▲ 1.4 5.8 6.4 6.3 2.2 0.4 ▲ 3.9

外食 ▲ 3.1 1.7 ▲ 0.9 ▲ 2.3 5.3 0.9 1.2 1.1 ▲ 2.0 ▲ 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可処分所得と消費支出の対前年比等の推移 
（２人以上世帯） （単身世帯） 

資料：総務省「家計調査」、「消費者物価指数」を基に農林水産省で作成 
注：「家計調査」の勤労者世帯の１世帯当たり年平均１か月間の数値を「消費者物価指数」（2005年基準）で実質化した数値の対前年比（07
年以降は対前年同期比）、対前年差（07年以降は対前年同期差）を求めた。Ⅰ期は１～３月期、Ⅱは４～６月期、Ⅲは７～９月期、Ⅳは
10～12月期を表す。 

1 世帯当たりの食料消費支出等の実質増減率の推移 

資料：総務省「家計調査」、「消費者物価指数」を基に農林水産省で作成 
注：「家計調査」の勤労者世帯の２人以上の世帯のうち勤労者世帯の支出を「消費者物価指数」（2005年基準）で実質化した数値の対前年
比（07年以降は対前年同期比）を求めた。食料には、食材費、調理食品、飲料、外食のほか、菓子類、酒類が含まれる。食材費には、
穀類、魚介類、肉類、野菜・海草、果物、油脂・調味料のほか、乳卵類が含まれる。 

○勤労者世帯の可処分所得は、伸び悩んでおり、２人以上世帯では 2007 年後半から、単身
世帯では 2008 年に入り実質減少。また、平均消費性向や消費支出は増加傾向にあるもの
の、消費支出に占める食料費の割合はほぼ横ばい。 

 
○食料支出は 2008 年に入り、外食、調理食品への支出が減少（対前年同期比）。食材費は、
価格が上昇しているパン、めん類等で減少傾向にある一方、米や肉類等で増加傾向。また、
米の消費に関連するふりかけやカレールウの消費も増加。 



 - 5 -

（２）生産資材の価格高騰が経営に与えた影響と対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配合飼料価格の推移            A 重油価格の推移 

農業資材価格指数の騰落率（2001～08 年９月、05 年基準） 

○農業の生産資材価格指数(2008 年９月)は、原油価格や穀物・大豆等の国際価格高騰により、
光熱動力費、飼料、肥料等の価格が上昇したため、2005 年に比べ 19％上昇。 

 
○また、配合飼料価格（2008 年７月）は、64,490 円/ｔと２年前の 1.5 倍、農業漁業用 A重
油の価格（2008 年９月）は、120 円/ℓと２年前の 1.6 倍。 

資料：農林水産省調べ 
注：配合飼料価格は、工場渡しのバラ及び袋物の全畜種 
の加重平均価格（税込み価格） 

資料：農林水産省「農業物価統計」 

資料：農林水産省「農業物価指数」 
 注：1) その他は、種苗及び苗木、農業薬剤、諸材料、農機具、自動車・同関係料、農用被服、賃借料及び料金 
   2) 2008年９月は、ひと月の値 
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畜産物価格指数の推移（2001～08 年８月、05 年＝100） 

畜産経営及び施設野菜作経営の概要（2006 年） 

○施設園芸野菜経営では、経営コストに占める光熱動力費の割合は 15％、肥料の占める割合
は８％と大きく、例えば宮崎県のピーマン（促成栽培）の場合、2009 年の農家所得が 2006
年比で６％（275 万円減）といった試算があるなどその影響は甚大。 

 
○また、畜産経営では、畜産物価格は牛肉を除き上昇傾向で推移しているものの、経営コス
トに占める飼料費の割合は３～７割と非常に大きく、深刻な影響。飼養農家戸数は、高齢
化や飼料価格高騰による廃業の影響を受けて、減少傾向で推移。  

○このため、原油価格高騰対策として、化学肥料や燃油の使用量を２割以上低減する農業者
グループに対する肥料費や燃料費の増加分の７割を支援するとともに、省エネ等の構造転
換対策等を措置し、農業者の経営体質を強化。畜産経営については、2008 年２月に続き、
６月に配合飼料価格安定制度の安定運用等追加の緊急支援対策を決定。 

資料：農林水産省「農業物価指数」 
 注：2008年９月は、ひと月の値 

資料：農林水産省「農業経営統計調査（営農類型別経営統計（個別経営））」
 注：1) 経営費は、経営全体の数値 
   2) 各区分の飼養頭羽数は、酪農は搾乳牛、繁殖牛は繁殖めす牛、肥育牛は肥育牛、養豚は肥育豚、採卵養鶏 
    は採卵鶏の月平均飼養頭羽数、ブロイラー養鶏はブロイラー販売羽数 
   3) 施設園芸野菜作には、加温を行わない雨除け栽培等も含まれる。 

（単位：％、頭、羽）
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飼　料 42.5 23.8 31.0 62.0 62.3 64.7 肥　料 8.2

動　物 14.8 12.0 50.6 5.1 11.4 16.3
種苗
・苗木
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光熱動力 4.5 5.3 1.6 5.0 3.0 4.0 光熱動力 15.3
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米

畜産物
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小麦

いも類・
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魚介類
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２ 国産農産物の消費の拡大と需要に応じた生産の展開 

（１）食料自給力・自給率の向上と水田のフル活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2007 年度の我が国の供給熱量ベースの食料自給率は、前年度より１ポイント上昇し、40％。
その主な要因は、天候に恵まれ小麦の生産量が過去 10 年で最高となったことや、米の年
間１人当たりの消費量が増加したこと等。  

○一方、生産額ベースの食料自給率は、野菜、米の価格低下や、輸入飼料価格の高騰により
２ポイント低下し、66％。 

 
○供給熱量ベースの食料自給率が低下してきた原因は、主に食生活の変化。国内で自給可能
な米の消費が減少する一方、コスト面での制約等から国内で生産が困難な飼料穀物、油糧
原料（大豆、なたね）を使用する畜産物や油脂類の消費が大幅に増加。 

資料：農林水産省「食料需給表」 
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総合食料自給率（生産額ベース）
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＝
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62
66
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28

我が国の食料自給率の推移 

国民１人１日当たり供給熱量の構成の推移 

資料：農林水産省「食料需給表」 
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国民・日本型食生活の実践
・国産農産物の消費を増加
・食べ残し・廃棄の抑制

農業生産者･農業団体
・農地の有効利用
・消費者･需要者ニー
ズに対応

食品製造･流通
･外食関係事業者
・消費者ニーズに対応
（信頼確保）

・適正な表示の実施

政府・食料自給率向上に向けた取組を支援
・不測時に備えた体制整備

食
料
自
給
率
目
標
の
達
成

望ましい食料消費の姿の実現
・栄養バランスの改善
・食べ残し・廃棄の減少

生産努力目標の実現
・消費者・実需者ニーズに
対応した国内農業生産の
拡大

関係者の取組（例）

国民運動による取組

転 作
人口減少・高齢化等により主食用米の消費は毎年減少

→ 毎年減少させることが必要

約４割約６割

水 田

毎年拡大することが必要

この水田を食料自給力・自給率向上のために活用

１ 自給率の低い

２ これらに適さない地域では、 を促進

① パン・めん等の原料米 ③ 輸出用米
② 飼料用米 ④ バイオエタノール原料米

の生産を促進

主食用水稲作付け

麦・大豆・飼料作物等

非主食用米の低コスト生産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○将来にわたり国民への食料の安定供給を確保するためには、農地・農業用水、農業者、技
術等を確保することで国内農業の食料供給力を強化し、食料自給率を向上させることが必要。 

○食料・農業・農村基本計画（2005 年３月閣議決定）において、将来的に供給熱量ベースで
５割以上を国内生産で賄うことを目指しつつ、計画期間内の実現可能性を考慮して 2015
年度の食料自給率目標を供給熱量ベースで 45％、生産額ベースで 76％と設定。  

○消費面の取組である国産農産物の消費拡大や地産地消の推進は、農業資源の確保に貢献。
さらに、日本型食生活の実践により食生活（栄養バランス等）を改善することが必要。  

○国民が食料に関する問題意識を共有し、国産農産物の消費拡大のための具体的な行動を起
こすことを推進するため、2008 年 10 月に食料自給率向上に向けた国民運動『FOOD ACTION 
NIPPON』がスタートし、個人、企業、団体等の自主的な参画により、国産農産物に関する
ポイント制度、顕彰等新たな取組を展開。 

資料：農林水産省作成 

資料：農林水産省作成 

我が国水田農業の在り方 

食料自給率目標達成に向けた関係者の取組 

○食料を安定的に供給していくためには、持続性に優れた生産装置である水田をはじめとす
る国内の農業資源を有効に活用する必要。  

○長期的には人口減少・高齢化に伴い、主食用の米の需要は減少することが確実に見込まれ
るなか、水田を有効に活用するため、麦・大豆・飼料作物等の生産を促進。これらの生産
に適さない地域では、非主食用米（米粉、飼料用米・稲発酵粗飼料等）の生産による水田
の活用が適当。このため、産地づくり交付金を活用し、水田のフル活用による食料自給力・
自給率の向上に結び付く作物の需要に応じた生産拡大を推進。 
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（２）米粉を含む米の消費拡大の推進 

（米の消費と生産の動向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米の１人１年当たり供給量（用途別）とその対前年度増減量の推移 

水稲の作付面積・収穫量の推移 

○米の需要は長期的に減少してきたが、直近では減少に歯止め。米の需要の減少を受け、水
稲の生産量は大きく減少。  

○主食用米の需要量は、2007 年７月～08 年６月の１年間で 852 万８千ｔと、前年に比べて
16 万 t（1.8％）の増加。  

○米の１人１年当たり消費量も長期的に減少してきているが、2007 年度は 0.4kg 増加。  
○2008 年産の米の作況指数（10 月 15 日現在）は 102 となり、主食用の作付見込み面積は 159
万６千 ha、予想収穫量は 865 万８千 t の見込み。 

資料：農林水産省「食料需給表」 

資料：農林水産省「作物統計」 
 注：1) グラフの数値は子実用である。なお、子実用とは青刈り用を除いたもの 

2) 2008年の数値は10月15日現在の見込み 
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＜事例：全国各地で進む米粉を使った商品開発等の取組＞ 

 
北海道旭

あさひ

川
かわ

市
し

 

生産者で組織する有限会
社が主食用米を米粉に加
工し、米粉を使った新製
品の開発に向けて努力。

兵庫県篠
ささ

山
やま

市
し

 

市内の学校給食は、週３
回の米飯と週２回の米粉
パンのすべてに地元産米
を使用。 

熊本県山
やま

鹿
が

市
し

 

農業高校で生徒が米粉ピ
ザや米粉メロンパンを開
発、コンビニエンススト
ア等で販売・好評。 

（全国） 

・全国展開するコンビニエンススト
アが 100％米粉を使用したパンを
販売。 

・全国展開する喫茶店が北海道の穀
粉企業と連携し米粉を使ったロ
ールケーキを販売。 

栃木県佐野市
さ の し

 

製粉会社が、従来の小麦
粉と同じ用途に利用でき
る国産米の米粉を一般消
費者向けに製造。 

（米粉利用の推進状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○米粉は、これまで従来の用途（せんべい、団子等）が基本であったが、近年の製粉技術の
発展により、様々な食品への利用可能性が拡大し、パン、めん、洋菓子等の原料米の需要
量は６千ｔ（2006 年度）。  

○米粉を使った食品には消費者ニーズもあり、年間 500 万ｔ程度輸入されている小麦を原料
とする小麦粉と代替の可能性はあるものの、価格面で課題。  

○小麦価格の上昇により価格差が縮小しつつあるが、原料米を小麦並み価格で供給すること
を前提に、生産・流通の仕組みや支援の仕方を考える必要。 

外国産小麦（５銘柄加重平均）の政府売渡価格の推移と用途別の米価格 

資料：農林水産省「麦の需給に関する見通し」、農林水産省調べ 
 注：1) 外国産小麦の５銘柄とは、米国産（ダーク）ノーザン・スプリング及び米国産ハード・レッド・ウィンター（主

にパン・中華めん用）、カナダ産ウェスタン・レッド・スプリング（主にパン用）、豪州産スタンダード・ホワイ
ト（主に日本めん用）、米国産ウェスタン・ホワイト（主に菓子用） 
2) 現物弁済米とは、集荷円滑化対策（豊作による過剰米を出荷段階において主食用米の市場から隔離することに
より米の需給と価格の安定を図る取組）により生産者が過剰米短期融資の対価として社団法人米穀安定供給確保
支援機構に償還した米。主食用米の需給に影響を与えることなく処理されるため、米粉用のほか、飼料用等とし
て販売。2008年10月以前は、入札により価格を決定。なお、米粉の原料米としては、各地でそれぞれの取引が
行われ、その価格も様々。現物弁済米は、その一態様 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

2006年
4月 10

07
4 10

08
4 10

円/ｔ

76,030
69,120

53,270
48,43047,820

外国産小麦

加工用（米菓・加工米飯用、清酒用）
（2007年産販売価格）
約16万円/ｔ

米粉パン用（米穀機構の現物弁済米販
売価格（2008年10月時点））
約８万円/ｔ
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肉用牛の

粗飼料

濃厚飼料

○乾草

○サイレージ
（発酵させた粗飼料）

牧草

青刈りとうもろこし

稲発酵粗飼料

○稲わら

○穀類
とうもろこし
こうりゃん、 大麦、米

○糠類
フスマ、米ぬか

○粕類
大豆油粕、ビートパル
プ、ビール・豆腐粕

○動物質飼料
魚粉等

飼料自給率（全体）

＝

＝

（
牛
の
飼
料
）

（牛
・豚
・鶏
の
飼
料
）

輸入22％

国産
78％

国産10％

輸入
90％

25％

1,978万TDNｔ

551万TDNｔ

国産
100％

現 状
(2007年度概算)

国産14％

輸入

1,825万TDNｔ

35％

目 標
(2015年度)

590万TDNｔ

○稲発酵粗飼料、青刈り

とうもろこし等の増産

により、目標値の達成

を見込む（20万haの増

を見込む）

○エコフィードの利用量

増加により、目標値の

達成を見込む

○飼料用米の利用により、

さらなる向上の可能性

（１万haで8.8万ｔ、約

７万TDNｔ）

10ポイントの上昇により、

食料自給率は１ポイント

上昇

○ コントラクター

・収穫労力軽減
・生産費用の節減
・所得の増加

○ 水田の活用（耕畜連携）

・稲発酵粗飼料 ・飼料用米の利活用

・水田放牧 ・水田裏利用
・稲わら

○ 集約放牧（酪農）

・購入飼料費の節減
・労働時間節減

○ TMRセンター

・飼料給与時間の短縮
・生産乳量の増加
・飼養規模拡大

○ エコフィード等未利用資源
の利用推進

・飼料原料の多元化

・未利用資源の有効活用
（食品残さ・DDGS等）

DDGS

○ 青刈りトウモロコシの拡大
○ 高位生産性草地への転換

・単収の向上

・生産費用の軽減

○ 耕作放棄地の活用
(繁殖牛放牧）

・飼料費の節減
・農地の保全
・獣害防止

稲発酵粗飼料稲発酵粗飼料

飼料用米 集約放牧集約放牧
飼料収穫作業飼料収穫作業 TMR調製プラントTMR調製プラント

食品残さ食品残さ 青刈りﾄｳﾓﾛｺｼ青刈りﾄｳﾓﾛｺｼ
耕作放棄地放牧耕作放棄地放牧

（３）飼料自給率の向上に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2007 年度の飼料自給率は 25％。輸入飼料価格が高騰しているなか、畜産経営はコスト増
の一方で生産物の価格への転嫁が進まず、極めて厳しい状況。 

 
○このため、飼料原料を輸入に依存した畜産から、国産飼料に立脚した畜産の確立が重要。
青刈りとうもろこし、稲発酵粗飼料、飼料用米、エコフィードの生産・利用拡大の取組や
放牧の推進による飼料自給率向上への取組が必要。 

飼料自給率の現状と目標 

輸入飼料に依存しない国産飼料に立脚した畜産の確立 

資料：農林水産省作成 

資料：農林水産省作成 
注：1) TMRとは、total mixed ration（完全混合飼料。必要とされる飼料成分が均一に配合された混合飼料） 
  2) DDGSとは、Distiller’s Dried Grains with Solubles（エタノール蒸留粕） 

※TDN：可消化養分総量
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稲作農家

・排水不良田や未整備田でも作付けが可能であり、農地の有効利用が図られる。

・田植えや水管理等は通常の稲作栽培体系と同じで取り組みやすい。

・麦・大豆等の連作障害を回避することができる。

・農機具について、新たな投資がいらない。

畜産農家

・良好な栄養価を有し、家畜のし好性も高い。

・長期保存が可能。

・年間または冬期に安定した供給が可能。

・飼料増産のための労力をかけずに規模拡大（増頭）が可能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水田の有効活用のため、稲を家畜の飼料として活用する取組も拡大。子実と茎葉のすべて
を活用する稲発酵粗飼料、副産物または飼料専用の稲わらの生産・利用のほか、地域的な
取組として飼料向けの米（子実）を生産・利用。 

 
○稲発酵粗飼料の収量は、飼料用品種を用いれば、2,500～3,500kg/10ａ（現物）。飼料用米
は、専用品種はないものの、加工用・稲発酵粗飼料用品種で多収のものを使うことが多く、
主食用米（522kg/10ａ）の 1.5 倍程度の 700～800kg/10ａの収量。  

○稲発酵粗飼料や飼料用米の普及拡大のためには、多収品種の開発、低コスト栽培技術の導
入によるコスト低減、専用機械の導入、生産者と需要者の間の安定的な供給計画の策定、
種子の安定供給体制の確立等が重要。 

資料：農林水産省調べ 

資料：農林水産省作成 

稲発酵粗飼料及び飼料用米の作付面積の推移 

稲発酵粗飼料・飼料用米のメリット 

（稲発酵粗飼料） （飼料用米） 

502

2,378

3,593

5,214

6,339

5,182

4,594

4,375

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
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44 45

104

292

0
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100
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Ⅲ 食料・農業・農村の主な動向 

１ 食料自給力・自給率の向上と安全な食料の安定供給 

（１）世界の食料事情と農産物貿易交渉の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の主な輸入相手国からの農産物輸入額（2007 年） 

○世界の穀物（米、とうもろこし、小麦、大麦等）の需要量は、人口の増加、所得水準の向
上に伴い増加。一方、生産量は作柄により変動しているものの、主に単収の伸びにより需
要量の増加に対応。  

○期末在庫率は、需要量の増加に対して、作柄変動による主要生産国での生産量の減少が続
いたことから、食料危機と言われた 1970 年代初めの水準にまで低下。 

 
○我が国の農産物輸入は、米国、EU、中国、豪州、カナダの上位５位の国・地域で７割以上
を占めており、とうもろこしでは米国が９割を超え、牛肉では豪州が８割を占めるなど、
特定国に依存した構造。輸入先国の作柄や作付けの変動等の影響を受けやすい特徴。 

資料：国連「World Population Prospects：The 2006 Revision」、米国農務省「Grain：World Markets and Trade（April 2008）」、
「PS&D」を基に農林水産省で作成 

資料：財務省「貿易統計」 

（単位：億円、％）

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

米国
とうも
ろこし

たばこ 大豆 豚肉 小麦

17,205
（100）

4,218
（25）

2,633
（15）

1,524
（９）

1,439
（８）

1,118
（６）

中国
鶏肉
調製品

冷凍野菜 生鮮野菜 乾燥野菜 大豆油粕

6,945
（100）

798
（11）

617
（９）

305
（４）

275
（４）

211
（３）

豪州 牛肉
ナチュラル
チーズ

小麦 砂糖
牛の臓器
・舌

4,802
（100）

1,964
（41）

351
（７）

343
（７）

231
（５）

211
（４）

カナダ
菜種

（採油用）
豚肉 小麦 大豆 麦芽

3,387
（100）

1,035
（31）

873
（26）

452
（13）

173
（５）

95
（３）

タイ 天然ゴム
鶏肉
調製品

ペット
フード

砂糖 冷凍野菜

3,103
（100）

1,065
(34)

569
（18）

248
（８）

213
（７）

72
（２）

米国
31％

豪州
９％

タイ
６％

カナダ
６％

中国
13％

輸入総額
5兆5,300億円

その他
36％

 （生産量、需要量等（1970年＝100）)

単収

人口

一人当たり
収穫面積

収穫面積（指数）

生産量
（右目盛）

需要量
（右目盛）
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穀物の生産量、需要量、期末在庫率等の推移
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 注：1) 韓国とは、2004年11月以降交渉が中断。2008年６月に「日韓経済連携協定締結交渉再開に向けた検討及び環境醸成
のための実務協議」を開催。 
2)  GCC(湾岸協力理事会)加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 

○WTO 農業交渉については、モダリティ確立に向け 2008 年７月に閣僚会合を行ったが、中国・
インド等と米国との間での途上国向けの特別セーフガードを巡る意見の対立がきっかけ
となり、交渉は決裂。 

 
○我が国としては、「多様な農業の共存」を基本理念とし、輸出国と輸入国のバランスのと
れた貿易ルールの確立を目指し、農業の一層の体質強化を進めつつ、我が国の主張ができ
る限り反映されるように積極的に取り組む。  

○FTA（自由貿易協定）/EPA（経済連携協定）交渉は、WTO の多角的貿易体制を補完するもの
として、「守るべきもの」はしっかり「守る」との方針のもと、食料安全保障や国内農業
の構造改革の進捗状況にも留意しつつ、政府一体となって各国・地域との交渉に戦略的に
取組。 

WTO 農業交渉の流れ

我が国の EPA/FTA をめぐる状況 

資料：農林水産省作成 
 注：1) 枠組みとは、関税削減率等の数字や詳細な要件等が入った具体的なルールを決める前提となる大枠 
   2) モダリティとは、国内補助金、関税の具体的な削減率等、各国に共通に適用されるルール 
     （例：重要品目数は●％、関税割当の拡大幅は国内消費量の▲％） 
   3) 譲許表とは、各国ごとに、個別具体的に関税率等を決定し、関税率の上限（譲許税率）を列記した表。 
     加盟国は、ラウンド交渉でこの譲許表について最終的に合意することを目指して交渉する。 
     （例：品目Ａ、品目Ｂを重要品目に指定し、品目Ａの関税率を○％削減し、関税割当を△ｔ拡大） 

05年
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譲
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案
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表
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渉
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06年7月
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会
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ン
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議
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案
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示

日

本

提

案
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業
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渉
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始

香
港
閣
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言
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会
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7月21日～

(

先
進
国
と
途
上
国

が
対
立
し
、
決
裂)

議
長
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8月2000年
3月

01年
11月

ベトナム

シンガポール

★発効

（７月）

交渉(４月～)

★発効

（９月）

マレーシア

フィリピン

チリ

タイ

ブルネイ

韓国（注１）

GCC（注２）

インド

豪州

2002年 03 04 05 06 07

☆署名
(１月)

★発効（11月）

交渉（11月～） ☆署名
(９月)

★発効（４月）

交渉（１月～） ☆署名
(12月)

★発効(７月)

交渉(２月～)○大筋合意(11月) ☆署名(９月)

交渉(２月～)

交渉（12月～）

交渉(９月～)

交渉(１月～)

見直し交渉(４月～)

発
効
・
署
名
・
大
筋
合
意

交
渉
中

交渉(２月～) ☆署名

（３月）

★発効

（９月）

☆署名

（３月）

☆署名
（４月）

★発効

（11月）

08

インドネシア
交渉（７月～） ☆署名（８月）○大筋合意

(11月)

交渉(６月～) ☆署名（６月）○大筋合意
(12月)

★発効

（７月）

メキシコ

交渉(１月～)

交渉(５月～)スイス

○大筋合意
（９月）

○大筋合意
（９月）

ASEAN全体 交渉（４月～） △妥結
（11月）

○大筋合意
（８月）

☆署名
（４月）

☆発効予定
（12月）
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　食事バランスガイドを内容を含め知っている

《参考にしている》

知っている

《参考にしていない等》

名前程度は聞いたことがある

食事バランスガイドを知らない

（２）食料自給力・自給率の向上に向けた取組 

（食育、地産地消の推進状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：(財)食生活情報サービスセンター「平成17年度食行動等実態調査」（2006年１月調査）、(社)農山漁村文化協会「平成18
年度「食事バランスガイド」等の普及状況調査郵送モニター調査編」（2007年２月調査）、(社)農山漁村文化協会「平成19
年度「食事バランスガイド」等の普及状況調査郵送モニター調査編」（2008年２月調査）を基に農林水産省で作成 
注：東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女、2005年度2,100人（回収率87.3%）、06年度2,500
人（91.8%）、07年度2,500人（93.4%）を対象に実施 

        

食事バランスガイドの認知度及び参考度 

＜事例：農協子会社がコーディネーターとなった地場農産物の学校給食への供給＞ 

地元農産物供給のための生産・流通システムの概略岩手県矢巾町では、2004年度から、学校
給食で使用する地元農産物をはじめとする
すべての食材を(株)JAシンセラが一括供給
している。地元農産物の確保には、町内の
登録農家から納入し、それだけで対応でき
ない場合は、町内の生産者、仲卸業者から
県産、国産の順に調達している。登録農家
の生産量が多い場合は、直売所で販売を行
うなどの取組も行っている。 
これにより、地元農産物の利用率（重量
ベース）は、2005年度の26％から2007年度
には55％に上昇した。また、子どもの農業
への関心が高まり、野菜の名前や作り方、
旬のものがわかるようになった。さらに、
学校給食に出荷することで、生産者の生産
意欲の向上につながっている。 

○子どもの生活習慣の乱れは、学習意欲や体力等の低下要因として指摘されており、朝食の摂
取は生活習慣の形成上重要。また、20～30 代男性の欠食率が２～３割と高く、朝ごはんの
重要性を啓発することが必要。  
○食生活をめぐる様々な問題に対処するため、食に関する知識や判断力を身に付ける食育が重
要。食事バランスガイドを認知し、また、参考にしている者の割合も増加傾向。 
 
○地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産者と消費者を結び
付け「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組。食料自給力・自給率の向上や地域農
業の活性化につながるだけでなく、農産物の輸送に伴う二酸化炭素排出量の削減が期待。  
○学校給食法の改正により、学校給食での地域の産物の積極的利用を位置付けるとともに、学
校給食を活用した食育を推進。学校給食での地元農産物の利用促進には、直売所等が流通コ
ーディネーターの役割を果たすなど、地元農産物を安定的に供給する体制づくりが重要。 

資料：農林水産省作成 

やはばちょう 

町内登録農家

（女性中心の15人・３

団体、平均約70歳）

町内生産者 農協

卸売
市場

青果
業者

食品加工組合

矢巾町学校給食

共同調理場

（小学校４校、

中学校２校、
計３千食提供）

(株)

JA

シ

ン

セ

ラ

直売所

①

③

②

⑦

④

⑤

⑥
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計

食品製造業

外食産業

％

かなりふえた ややふえた 変わらない
やや減った かなり減った

わからない、
無回答

（食料産業の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

○食料産業の国内総生産は 49 兆円（2006 年度）と、全産業の１割を占めており、食料産業は
我が国経済のなかで一大産業分野を形成。 

 
○食品産業（約７千社）に対する調査によると、原材料高騰等に伴うコスト増加の一部を価格
転嫁した企業は 65％。また、食品製造業等のなかには、原材料等を輸入から国産に変更し
たり、国産野菜の使用量をふやしたりするなどの対応。 

 
○食品産業における食品廃棄物等の発生量は、約 1,100 万ｔ（2006 年度）あるなか、食品リ
サイクル法で規定している肥料、飼料等への再生利用率は 48％まで上昇。 

 
○食品リサイクル法の改正（2007 年 12 月）を受け、小売業や外食産業での肥料化、飼料化の
取組を一層推進。また、市町村の枠組みを超えた食品残さの回収が可能となったため、食
品リサイクル・ループの構築を行う取組の一層の進展が期待。 

国産野菜の使用量の１年前と比べた変化 

資料：農林水産省作成 

複数市町村にまたがる 

店舗から、残さの回収 

残さの飼料化、肥料化 
農家等へ 

飼料、肥料の提供 

農畜産物の販売 

資料：農林水産省「加工・業務用野菜の取扱いに関する意識・意向調査」（2008年８月公表） 
注：農林水産情報交流ネットワーク事業の流通加工業者モニターのうち、2008年６月下旬から７月上旬に野菜を原材料
として使用している食品製造業（116人）及び外食産業（387人）を対象として実施。回答数は、食品製造業104人、
外食産業331人、計435人 

改正リサイクル法に対応した再生利用事業（リサイクル・ループ）の構築 
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○安全な食品を消費者に供給するためには、生産から食卓までを通じて安全の確保の徹底が
必要であり、健康への悪影響を未然に防ぐためには、リスク管理が重要。 

 
○食品の安全確保に当たっては、生産工程の各工程を記録・点検することにより品質管理を
行う工程管理手法を積極的に導入・推進する必要。食品産業においては、食品の安全確保

のために、HACCP
ハサップ

（危害分析・重要管理点）手法の導入が重要。 
 
○一方、農業生産現場においては、2011年度までに野菜・果樹や米麦等の主要な産地（２千

産地）においてGAP
ギャップ

（農業生産工程管理）の導入を目指しており、これまでに 596 産地（2007
年 12 月末現在）で導入。 

GAP（農業生産工程管理）の枠組み 

資料：農林水産省作成 

資料：農林水産省作成 
注：GAPとは、農業者自らが、(1)農作業の点検項目を決定し、(2)点検項目に従い農作業を行い、(3)記録を点検・評価し、
改善点を見いだし、(4)次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理」（プロセスチェック） 

消費者生産者

加工・流通段階生産段階

食品農畜水産物

フ ー ド チ ェ ー ン

国
産
品 厚生労働省

（国内流通食品の監視）
（農薬取締法等による国内の生産資材の規制等）

農林水産省
(国産農林水産物等の生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保）

輸
入
品

連携

輸
出
検
疫

担
当
部
局

厚生労働省
（輸入検疫の実施）連携農業部局

輸出国

国産及び輸入食品の安全確保 

（３）食の安全と消費者の信頼の確保 

②実践（Do）

③点検・評価
(Check)

④見直し・改善
（Action）

食品の安全確保

環境の保全

経営改善

残留農薬、病原微生物、重金属、
異物の対策 等

農薬の飛散防止、廃棄物の適正処
理、エネルギーの節減 等

農薬・肥料等の資材コスト削減、
異物混入防止による品質確保 等

GAPの導入により、
消費者・実需者の信頼確保を目指す

品目や地域の条件等に
応じて、農作業の各段
階ごとに考慮すべき危
害要因等を洗い出し、
点検項目を設定

点検項目に沿って
農作業を行い、記
録

記録を点検し、改
善できる部分を見
いだす

点検項目を見直し、
次作付けで活用

①計画（Plan）

(例)

(例)

(例)

GAPの導入 導入によるメリット
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1.2 1.2

0.8
0.5 0.4

4.3

2.6

1.6

1.0
0.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2003年度 04 05 06 07

名
称

原
産
地

％

0

○消費者の不安と不信を招いた様々な事件の発生を受けて、消費者の視点で施策全般を監視
する「司令塔」として消費者庁（仮称）を設置するための法案を国会に提出。  

○消費者庁は、商品・金融等の「取引」、製品・食品等の「安全」、「表示」等消費者に身近
な分野で幅広く法律を所管し、自ら執行を行うとともに、各省庁の組織や専門的知見を活
用して効率的に事務を実施。 

 
○JAS 法の品質表示基準については、消費者庁が企画立案から執行まで行う一方、執行の一
部（立入検査や報告徴収、改善指示）は、消費者庁と農林水産省が連携して実施。 

資料：農林水産省「生鮮食品の品質表示実施状況調査」
注：各年度とも小売店舗500万商品以上を対象として、 
名称及び原産地の表示状況を調査 

資料：内閣官房作成 

トレーサビリティの導入状況（食品小売業）

資料：農林水産省「食品産業動向調査」 

○2007年末以降発生した輸入食品による薬物中毒事案については、原因究明と再発防止が急務。
 
○このようななか、消費者の信頼を確保するための取組として、トレーサビリティの取組が
進展。トレーサビリティの確立は、①問題のあった商品の特定とその迅速な回収、②問題
の発生箇所の速やかな特定、③安全な流通ルートの確保が可能となり、問題が発生した際
に生産者、消費者等にとって効果を発揮。 

 
○また、食品業者による不適正表示も頻発。食品表示Ｇメンが警察等の関係機関と連携して
厳しく取締りを行っており、小売段階の生鮮食品の表示は、原産地、名称とも不適正表示
の割合は減少傾向。 

6.4
11.2

14.8 14.6
20.06.2

17.3

21.0 24.2

23.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2003年度 04 05 06 07

一部の食品に導入
すべての食品に導入

％

12.6

28.5

35.8
38.8

43.4

0

生鮮食品の不適正表示比率の推移（米穀
を除く農畜水産物、商品ベース） 

新しくできる消費者行政のネットワーク 
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総所得に占める
農業所得の割合（右目盛）

雇用就農者数
7,290人

39歳以下
4,140人
56.8％

40～59
2,280人
31.3％

60歳以上
880人
12.1％

２ 農業の体質強化と高付加価値化 

（１）農業経済の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）農業労働力の現状と見通し 

（新規就農等の動向） 

 

 

 

 

した 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家の総所得の構成（2007 年、主業農家） 
（畑作経営） 

○我が国の農業生産は、1985 年ごろを境に減少傾向。農業就業人口や、耕地面積、耕地利用
率も縮小傾向。農業総生産額は、米の需要の減少などから、1985 年以降は減少傾向。  

○主業農家の１戸当たり総所得（2007 年）は、農業生産資材価格の上昇により経営コストが
増加したものの、水田作、畑作ともわずかに増加し、水田作は 476 万円、畑作は 659 万円。

資料：農林水産省「農業経営統計調査（営農類型別経営統計（個別経営））」

（水田作経営） 

就農形態別新規就農者数 年齢別雇用就農者数（2007 年） 

○基幹的農業従事者（2007 年）は 202 万人で、10 年前（1997 年）より 44 万人（17.9％）減
少。また、65 歳以上層の割合は６割を占め、20 年前（２割）の３倍。 

 
○新規就農者（2007 年）は前年より 9.3％（7,570 人）減少して７万 3,460 人。そのうち、
60 歳以上が５割。また、雇用就農者は同 12.0％（780 人）増加し 7,290 人、うち、39 歳
以下が過半。  

○就農に関する相談活動や実践的な研修等により多様な就農ルートによる新規就農を促進。

資料：農林水産省「新規就農者調査」 
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％売上金額が300万円未満の割合

　　　　　　　　　（右目盛）
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  0

（女性農業者の参画推進に向けた取組） 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外国人研修生等の動向） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

認定農業者等に占める女性農業者の割合 

 

○女性農業者は農業就業人口や基幹的農業従事者の半数を占めるなど、重要な役割。一方、
認定農業者や農業委員等に占める女性の割合は依然低い水準。 

 
○農村女性の起業活動は増加しているが、売上金額は 300 万円未満が６割。７割が食品加工、
４割が朝市等の販売・流通に取り組み、その多くが地域の農産物を利用。  

○女性の役割を適正に評価し、女性の参画促進や起業活動をしやすくする環境を整える必要。

資料：法務省調べ

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、農林水産省調べ 
  注：1) 認定農業者は2007年、農業委員は2005年の数値、

それ以外は2008年速報値 
   2) 女性の認定農業者数は、女性の単独申請数(5,326)

と夫婦による共同申請数(1,448)の計 

○研修・技能実習制度において、農業・食品産業分野の外国人研修生は２万人、技能実習移
行申請者が１万人（2006 年度）で、ともに増加傾向。 

 
○一方、受入機関の不正行為認定件数も増加し、2007 年は 499 機関で前年（229 機関）の約
２倍。管理体制の充実、運用の改善、制度の見直しへの検討等に取り組むことが重要。

資料：農林水産省「農村女性による起業活動実態調査」

資料：農林水産省、 (財)国際研修協力機構調べ 
注：研修生には、実務研修を行わない者を含む。 

農村女性の起業活動数等の推移 

外国人研修生及び技能実習移行申請者
の推移 

研修・技能実習に関する類型別
不正行為認定件数（2007 年） 

①申請とは異なる機関での研修生等の受入れ（115 機関）

②研修生の「所定時間外作業」（98 機関） 

・研修生に対し、禁止されている時間や休日に作業を行わせた場合 

③研修・技能実習計画との齟齬
そ ご

（36 機関） 

④虚偽の申請書類・監査報告書等の提出（22 機関） 

⑤労働関係法規違反（178 機関） 

・最低賃金法、労働基準法等の違反 
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（単位：経営体）

経営体数 対前年増減数 増減率

84,274 11,843 16.4%

認定農業者 78,619 11,574 17.3%

うち個人 74,540 11,125 17.5%

うち法人 4,079 449 12.4%

集落営農組織 5,655 269 5.0%

うち特定農業法人 1,768 72 4.2%

うち準ずる組織 3,887 197 5.3%

合計

（単位：ha）

作付予定面積 対前年増減数 増減率
米 471,902 35,033 8.0%
認定農業者 359,906 29,368 8.9%

集落営農組織 111,996 5,665 5.3%
４麦 254,953 1,093 0.4%
認定農業者 188,308 1,015 0.5%

集落営農組織 66,645 78 0.1%
大豆 120,054 9,980 9.1%
認定農業者 77,453 7,101 10.1%

集落営農組織 42,601 2,880 7.3%
てん菜 65,585 ▲ 441 ▲0.7%

21,223 ▲ 968 ▲4.4%
でんぷん原料用
ばれいしょ
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10,0639,96110,000
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経営体

（３）担い手の育成・確保と農地の有効利用の促進 

（担い手の育成・確保の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（水田・畑作経営所得安定対策の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

2008 年産加入申請経営体数と品目別作付予定面積 

○2008 年産の水田・畑作経営所得安定対策の加入申請状況については、全国で 84,274 経営
体から申請があり、07 年産に比べ 16.4％（11,843）増加。そのうち認定農業者は 78,619
経営体（対前年比 17.3％増）、集落営農組織は 5,655 経営体（同 5.0％増）。  

○作付予定面積は、米と大豆で前年より１割増加したが、それ以外の品目はほぼ前年並み。 
○08 年産から導入された市町村特認制度による加入は 10,569 経営体で、加入申請経営体全
体の 12.5％。市町村特認の適用数が最も多いのは新潟県で 3,162 経営体であり、北海道や
東北などの米どころで多く活用。  

○水田・畑作経営所得安定対策に加入している集落営農は東北・九州で規模の大きな組織の
割合が高く、東海・中国四国等で規模が小さい組織の割合が高い傾向。集落営農組織への
調査によると、2007 年度の決算で黒字を確保した組織は半数。 

資料：農林水産省調べ 

（加入申請経営体数） （品目別作付予定面積） 

認定農業者数の推移 

○認定農業者の数は、農業就業人口が減少するなかで着実に増加。特に 2007 年産からの水
田・畑作経営所得安定対策の導入もあって近年大きく増加しており、2008 年３月末で 23
万 9,287 経営体と３年間で２割増加。認定農業者の年齢構成は、高齢層の割合が高まって
いるものの、若年・壮年層が８割。  

○集落営農の数は、水田・畑作経営所得安定対策の導入もあって近年は増加しており、2008
年で 13,062。集落営農の規模は地域によってまちまちであるが、平均的には経営耕地 37ha、
構成農家 40 戸。 

 
○農地の権利を取得できる農業生産法人の数は年々増加しており、2008 年は 10,519。若い
新規就農者の重要な就職先として期待。 

集落営農数の推移 

資料：農林水産省調べ 
資料：農林水産省「集落営農実態調査」、「地域就業等構造調査」
  注：2000年は11月、05、06年は５月、07、08年は２月の数値
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（農地の確保と有効利用の促進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○耕地面積は、1961 年の 609 万 ha をピークに一貫して減少し、2008 年の耕地面積は 462 万
8,000ha。耕地のかい廃要因をみると、耕作放棄と宅地等への転換が大部分。 

 
○全耕地面積のうち担い手が経営する面積の割合は４割。農地価格は、実納小作料と比べて
高水準にあり、売買による担い手への農地の集積は進みにくい状況。 

耕地面積及びその拡張・かい廃面積等の推移 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省調べ 

○農地転用面積は、近年減少傾向で推移。そのうち、農業振興地域制度のもとで農業上の利
用を図るべき土地として設定された農用地区域から除外して転用した農地の比率は、1990
年代の 20％程度より下落しているが、15％程度で推移。 

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」

農地転用面積及びそのうち農用地区域から除外して転用した面積の推移 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1986年度 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06

ha

0

5

10

15

20

25
％

農用地区域から除外し
て転用した面積

農地転用面積

すべての農地転用面積のうち
農用地区域から除外して転用した面積の比率（右目盛）



 - 23 -

45.0 12.8 11.4 9.8 6.5 10.34.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

高齢化等により労働力が不足

生産性が低い

（鳥獣被害が

　多いを含む）

地域内に農地の

引き受け手がいない

ほ場整備事業の

未実施等により

土地条件が悪い

離農

米生産調整、

かんきつ園転を

契機として

その他

％

◇ 農地を安心して貸すことができるよう公的に位置付けられた組
織がいったん引受け。借り手に対しては利用しやすいように面的
にまとまった形で貸付け

◇ 農地を幅広い受け手が借りやすくなるよう、農地としての利用
を担保しつつ、貸借の規制を見直し

◇ そのほか、貸借を行いやすくするための条件整備
（長期賃貸借の導入等）
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【現場の状況】
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○耕作放棄地面積は 1985 年以降増加し、2005 年には 38.6 万 ha。耕作放棄地の発生は、農
業生産にとって最も重要な資源である農地の確保・有効利用による食料供給力確保に支
障。また、多面的機能の低下を招くなど、その発生防止と解消を図ることが喫緊の課題。

 
○耕作放棄地の状況にきめ細かく対応していくため、現在、国と地方が一体となって耕作放
棄地全体調査を実施中。これにより農業利用すべきとされた土地については、関係者の話
し合いにより市町村が解消計画を策定。  

○耕作放棄地の解消には多くの課題・困難があるが、取組の重要なポイントは、「多様な主
体の参画・協働による合意形成」、「導入作物の検討・販路の確保」、「土地条件の整備」。 

 
○農業生産の最も基礎的な要素である農地を確保し、有効利用を進めていくため、「農地政
策の展開方向について」（2007 年 11 月策定）に基づき、農地政策の改革を計画的に進行。

耕作放棄の発生原因（複数回答、上位２つまで） 

資料：(財)農政調査委員会「農業振興地域・農地制度等の実態把握及び効果分析に関する調査」 
 注：1) 2004年2月に全3,170市町村を対象に調査したもの（回収率67.4％） 
   2) 数値は、回答市町村数の構成比 
   3) 「その他」には、「相続による農地の分散化」（2.9％）、「道路条件が悪く通作が不便である」（2.7％）、「土

地の買占め」（0.6％）が含まれる。 

資料：農林水産省作成 

農地政策改革の展開方向 
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（麦、大豆、野菜・果実等の生産と政策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麦及び大豆の生産動向 

野菜の輸入量及び自給率の推移 果実の国内生産量、輸入量及び自給率の推移

○小麦は、2015 年の生産努力目標に達しているが、品質面で課題があり、良質な新品種への
計画的な転換・品質管理の徹底等が必要。大麦・裸麦は、生産努力目標を達成しておらず、
国産ニーズの高まりに対応して生産性向上、新品種の導入等の取組が必要。  

○大豆は生産量が不安定であり、安定生産に課題。このため、単収向上や品質向上に向けた
基本技術の励行のほか、新技術・新品種の導入等が必要。 

資料：農林水産省「食料需給表」、農林水産省調べ
 注：1) 自給率は重量ベースで、年度の数値 
   2) 輸入量は、生鮮換算した数値 

資料：農林水産省「作物統計」、「農業経営統計調査（農
産物生産費統計）」 

○野菜の輸入量は 2005 年をピークに低下傾向。2008 年（１～９月）の中国産の輸入量は前
年同期比２割減。増加する加工・業務用需要に対応して、自ら国産農産物を購入して実需
者に安定供給する「中間事業者」の育成等、安定供給システムの確立を推進。 

 
○果実は、担い手の減少、高齢化等により生産量は減少傾向。一方、高品質な果実の輸出は
近年大幅に増加。担い手の経営安定、産地の競争力強化に向けて果樹経営支援対策・果実
需給安定対策を実施。 

資料：財務省「貿易統計」、農林水産省「食料需給表」
 注：1) 自給率は重量ベースで、年度の数値 
   2) 輸入量は、加工品を含む数値 
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○農林水産物・食品の輸出は増加傾向にあり、2007年の輸出額は前年より 16％増加して 4,337
億円。輸出先は米国、アジアが中心であり、りんご、牛肉等の輸出が伸びている。  

○一方、2008年（１～９月累計）は、農産物の輸出は伸びている一方、水産物の輸出が減少
していることにより、前年同期比 5.4％増の 3,226 億円。  

○2008年６月、さらなる輸出の拡大に向けて、商標問題への対応の具体化、重点個別品目の
追加等を行うために「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」を改訂。 

輸出が大きく増加している農産物の例 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成

輸出額の推移と輸出拡大目標 

輸出先国の分布 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成
輸出促進ロゴマーク 

（農林水産物・食品の輸出促進の取組） 

（４）農業の高付加価値化等に向けた取組 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で
作成 

品目
2007年
輸出額

対前
年比

対2002
年比

備考

米
(援助米
を除く)

５億円 124％ 244％

寿司などの日本食
ブームを受けて、
台湾、香港、米国
等で人気

りんご 80億円 140％ 301％
台湾で、大玉のり
んごが贈答品とし
て人気

牛肉 20億円 312％ 1547％
米国、香港向け輸
出が本格化

清涼
飲料水

81億円 120％ 178％

アラブ首長国連邦
をはじめとして日
本特有の商品の需
要が堅調

菓子 115億円 115％ 175％

経済成長に伴うア
ジア諸国の購買力
の増加により輸出
が増加

1,646 1,588 1,658 1,772 1,946 2,220
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2002年から６割増加

億円

米国
19%

香港
17%

韓国
13%

台湾
11%

中国
11%

その他
16%

シンガポール

３%

EU(15か国)
５%

タイ ５%

（2002年）

2,759億円
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13%

中国
13%

台湾
11%

その他
15%

米国
16%

香港
18%

シンガポール
２%

タイ ５%

EU(27か国)
５%

（2007年）

4,337億円
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（知的財産の戦略的な創造・保護・活用の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研究・技術開発の推進状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省知的財産戦略のポイント 

○2007 年に策定された「農林水産省知的財産戦略」に基づき、研究開発を活用した新需要・
新産業創出、身近な景観や食文化等地域資源の再発見・活用等を推進。地域ブランドにつ
いては「食と農林水産業の地域ブランド協議会」を設立するなど発掘・創造を支援。  

○知的財産の保護については「東アジア植物品種保護フォーラム」が設置されるなど、権利
侵害への対応を強化。 

 
○また、農林水産業者・研究者・普及指導員等への意識啓発、知識の普及を推進。 

資料：農林水産省作成 

○食料・環境・エネルギー問題に対応し、食料供給力と食の安全を支え、地球環境問題に応
える研究・技術開発を加速化。 

 
○特に、米粉のパン、めん類への利用技術の開発を推進するとともに、収量を低下させずに
リン投入量を削減する生産技術や保温効果の高い空気膜フィルム等施設園芸における新
素材の開発等、省資源・省エネ型農業の確立に向けた技術開発を推進。  

○また、農業の新たな可能性の開拓に向けて、ゲノム情報を活用した画期的な作物の開発等
を推進。 

資料：農林水産省作成 

創造・活用創造・活用 保護保護

現状：無形の価値を「知的財産」と認識し、

適切に取り扱うとの意識が薄い。
普及啓発・人材育成普及啓発・人材育成

○研究開発の促進、成果の実用化

○現場の技術・ノウハウの発掘・活用

○地域資源（農村景観・食文化）の

再発見・活用

○地域ブランドの創造・活用

○日本ブランド対策

○育成者権の保護

○海外での侵害への対応

○特許権取得等による

①創造者の利益確保

②地域や国としての戦略的活用

省資源型農業確立のための研究開発 食料、環境、エネルギー問題の解決 
に貢献する画期的な作物の開発 

いもち病、ウンカの両方に
抵抗性を持つイネ品種の開発を推進

いもち病 トビイロウンカ
・
消
費
者
の
有
機
農
産
物
へ
の
関
心

・
原
油
、
肥
料
原
料
価
格
の
高
騰

画期的な新品種

病害

虫害

輸入肥料原料等に依存し
ない省資源型農業の確立

大幅な減肥栽培・有機農業への転換を促進

化学資材の使用
量の大幅な削減

地域内資源の
循環利用の促進

資料：農林水産省作成 
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（５）資源・環境対策の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省地球温暖化対策総合戦略の概要

省 CO2効果の「可視化（見える化）」

○京都議定書の約束の確実な達成に向け、2008 年７月に「農林水産省地球温暖化対策総合戦
略」を改定。①低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献、②農林水産分野における省
CO2効果の「可視化（見える化）」、③農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活
用を地球温暖化防止策に追加し、戦略を強化。 

資料：農林水産省作成 

○低炭素社会の実現に向けて、化石資源への依存を減らすことが重要であり、施策横断的に
地域全体で温室効果ガス吸収・削減の取組を推進。 

 
○省エネルギー型の生産技術体系への転換や肥料の使用の低減等省 CO2 効果の高い取組によ
り生産された農水産物を、消費者の選択に資するよう表示のあり方を検討するなど、農林
水産分野における省 CO2効果の「可視化（見える化）」を推進。  

○我が国の農地土壌における温室効果ガスの排出削減・吸収増加について、農地土壌への炭
素貯留に効果の高い土壌管理や水田の水管理等の営農体系を確立するとともに、より一層
科学的知見を集めつつ国際交渉に積極的に参画。 

資料：農林水産省作成 

農林水産分野における地球温暖化対策を総合的に推進し、地球環境保全に積極的に貢献する農林水産業を実現

①違法伐採対策等の持続可能な森林経営の推進
　○違法伐採問題の解決に向けた取組
　○途上国における持続可能な森林経営の推進に向け
　　た支援
　○国際ルールづくりへの積極的な参加・貢献
②我が国の人材・技術を活用した協力
　○地球温暖化問題の解決に向けた国際研究機関と
　　の共同研究の推進

①削減目標値の達成に向け施策を加速化
　○森林吸収源対策
　○バイオマス資源の循環利用
　○食品産業等の環境自主行動計画
②新たな削減目標値の設定と達成に向けた施策を推進
　○施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策

　（2010年度までに年間約17万４千CO2t削減）

　○環境保全型農業の推進による施肥量の適正化･低減

　 (2010年度までに年間約18万１千CO2t削減)

　○漁船の省エネルギー対策

  （2010年度までに年間約４万７千CO2t削減）

③その他の排出削減の取組を推進
　○農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用
④各温暖化防止策を推進する体制の構築
　○低炭素社会実現に向けた農林水産分野の貢献

　○農林水産分野における省CO2効果の「可視化(見える化)」

地球温暖化防止策

農林水産分野の国際協力

①地球温暖化適応策の推進
　○既存技術の生産現場への普及・指導
　○新たな技術の導入実証
　○影響評価に基づく適応策の推進
②技術開発等の推進
　○生産安定技術の開発（高温耐性品種の育成等）
　○農林水産業への影響に関する予測研究
　○影響予測に基づく適応技術の開発

地球温暖化適応策

生産者の努力生産者の努力 消費者の選択消費者の選択

農
林
水
産
業
の
現
場
の

農
林
水
産
業
の
現
場
の

努
力
を
「
可
視
化
（
見
え
る
化
）」

努
力
を
「
可
視
化
（
見
え
る
化
）」

《《こんなことに取り組んでいますこんなことに取り組んでいます》》
●●石油使用量を石油使用量を○△○△％削減％削減
●●バイオマスで石油バイオマスで石油◇◇LL分代替分代替
●●畑の土で畑の土でCO2CO2△○△○ｔを貯留ｔを貯留

●●省省CO2CO2型資材を利用型資材を利用

●●より効率的な農法・漁法より効率的な農法・漁法
●●田んぼの水の張り方を工夫田んぼの水の張り方を工夫 等等

地球温暖化防止に貢献する食材を選びませんか？

食材を選んで地球温暖化防止食材を選んで地球温暖化防止!!
ＣＯ２排出量を削減して生産した食材ですＣＯ２排出量を削減して生産した食材です!!

環境保全型農業の推進による
施肥量の適正化・低減

ＣＯ２排出削減効果

３０%
２

以
上

表示のイメージ

木質ペレットボイラーの導入な
ど、木質バイオマス燃料の利用

ＣＯ２排出量

80g
２
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資料：農林水産省作成 

○バイオマスの総合的な利活用に向けた取組を促進するため、「バイオマス・ニッポン総合
戦略」（2006 年３月閣議決定）に基づき、バイオ燃料の利用促進やバイオマスタウン構築
の加速化を推進。 

 
○バイオ燃料の利用促進について、農林漁業バイオ燃料法による固定資産税の軽減措置等の
支援のほか、原料の調達からバイオ燃料の供給まで一貫した実証事業や食料供給と競合し
ない稲わら等のセルロース系原料からバイオ燃料を生産する実証事業を実施。  

○バイオマスタウン構築の加速化について、構想の策定やバイオマスの変換・利用施設等の
一体的な整備等を支援。2010 年までに 300 程度の市町村での構築が目標とされており、こ
れまで 157 市町村（2008 年９月末時点）が構想を公表。 

資料：農林水産省作成 

○農林水産業は自然の循環機能を利用し、動植物を育みながら営まれる生産活動であり、持
続可能な農林水産業の維持・発展と、その基盤である生物多様性の保全は密接不可分。  
○「農林水産省生物多様性戦略」（2007 年７月策定）に基づく生物多様性保全の取組の一層
の推進のため、生物多様性保全の取組を地域の生き物を通してわかりやすく伝える生き物
マークの活用を検討。また、生物多様性と農林水産業の関係を科学的データに基づいて表
すことが可能となるよう、生物多様性指標の開発を推進。 

バイオ燃料生産拡大工程表のポイント バイオ燃料を生産する実証事業の採択地区
（2008 年 10 月末時点） 

農林水産省生物多様性戦略の着実な推進

資料：農林水産省作成
 注：青枠はソフトセルロース利活用モデル地区、その他は 
バイオ燃料地域利用モデル実証事業地区 

 

2011年
５万kℓ

2030年ごろ大幅な生産拡大
＊農林水産省試算 600万kℓ可能

2007年３月現在
30kℓ

制　度

○糖質・でんぷん質
（規格外農産物・副産物）

○セルロース系（稲わら、間伐材　等 ）
○資源作物

原料と生産可能量

①収集・運搬コストの低減　・・・・山から木を安く下ろす、稲わらを
                                効率よく集める機械等を開発
②資源作物の開発　  ・・・・・・・エタノールを大量に生産できる作物
                                を開発
③エタノール変換効率の向上　・・・稲わらや間伐材等からエタノール
                                を大量に製造する技術を開発

バイオ燃料の利用率の向上

欧米、ブラジルの制度を踏ま
え、国内制度を検討

【米国】　2022年に360億ガロン
（1.3億kℓ、日本（600万kℓ）の22倍）を目標
うち160億ガロン（6,000万kℓ）をセルロース
系原料から生産

技術開発

・有機農業等環境保全型
  農業の推進

○　田園地域・里地里山の保全 ○　森林の保全 ○　藻場・干潟の保全

・生物多様性に配慮した
  生産基盤整備の推進

・間伐等による森林の
  適切な整備・保全

・漁業者を中心とした藻場・
  干潟の保全活動への支援

生物多様性と農林水産業の
関係を科学的データに基づ
いて表すことが可能となる
よう、生物多様性指標の開
発

関連施策の効果的な推進

生き物マークを活用して、生物多様性に貢献する
我が国農林水産業に対する理解の促進

○　生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進　　　○　2010年に名古屋市で開催される生物多様性条約COP10で世界へ発信

地域の取組事例

設置場所 ： 北海道上川郡
設置場所 ： 清水町
施設能力 ： 1.5万ｋℓ/年
原　　　料 ： 余剰てん菜、
原　　　料 ： 規格外小麦

設置場所 ： 北海道苫小牧市
施設能力 ： 1.5万ｋℓ/年
原　　　料 ： 非食用米

設置場所 ： 新潟県新潟市
施設能力 ： 0.1万ｋℓ/年
原　　　料 ：非食用米

北海道バイオ
エタノール（株）

オエノンホール
ディングス（株）

JA全農

設置場所： 北海道恵庭市
施設能力： 1,040ℓ/年
原　　　料： 稲わら、麦わら

設置場所 ： 兵庫県明石市
施設能力 ： 800ℓ/年
原　　　料 ： 稲わら、麦わら

兵庫県ソフトセルロース
利活用プロジェクト

北海道ソフトセルロース
利活用プロジェクト
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３ 農村地域の活性化と共生・対流の促進 

（１）農村地域の現状 

（農村と農業集落の現状） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鳥獣被害の現状と対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好 機能低下 機能維持困難 無回答 

野生鳥獣による農作物被害状況 
（2007 年度） 

具体的な被害防止施策等の例 

○近年、農産漁村の過疎化、高齢化や狩猟者の減少、高齢化等により、鳥獣による農林水産
業への被害は全国的に深刻化・広域化。農作物被害金額は 200 億円前後で推移しており、
その７割が獣類、３割が鳥類によるもの。 

 
○「鳥獣被害防止特措法」（2008 年２月施行）に基づき、市町村が主体的に被害対策に取り
組むことが可能となり、被害防止計画を定めた市町村による個体数調整や被害の防除、生
息環境管理等の取組を総合的に支援。 

資料：農林水産省調べ 

○我が国の人口は、今後長期にわたって減少。特に地方圏では人口が大きく減少し、2035 年
には現在の人口の８割程度となると推計。 

 
○農業集落は、農業生産にとどまらず地域の様々な役割を担っており、現在、全国には 13
万９千の集落が存在し（2005 年）、そのうち農業集落としての機能を維持しているのは 11
万 900 集落（全域が市街化区域に含まれる農業集落を除く）。  

○過疎地域等においては、世帯数が９戸以下の集落の５割、高齢者割合が 50％以上の集落の
４割で、集落機能が低下もしくは集落機能の維持が困難。世帯当たり平均人員が２人以下
になると、集落機能の低下もしくは維持困難とする割合が増加。 

集落機能の維持状況（世帯当たり平均人員別） 

資料：国土交通省「維持・存続が危ぶまれる集落の新たな地域運営と資源活用に関する方策検討調査」（2008年３月公表）
 注：1) 1999年度時点の過疎市町村及び2006年度時点の過疎市町村775を対象としたアンケート調査（回答率100％） 
   2) ( )内は集落数 

捕獲対策

捕獲以外の被害防止施策等

○ 市町村職員、農林漁業団体職員、狩猟者、農林漁業者等に
よる鳥獣被害対策実施隊を設置し、わな免許等狩猟免許の
取得を促進するなど、新たな被害対策の担い手を育成
○ 安全で効果的な箱わなの導入
○ 捕獲鳥獣の処理加工施設の整備等、肉等地域資源としての活用の促進

○ 広域地域が一体となった防護柵の設置
○ 鳥獣の隠れ場所となるやぶ等の刈払いによる緩衝帯の設置
（刈り払い後の牛等の放牧や食害されにくい作物の導入等）
○ 犬等を活用した追払いの実施
○ 鳥獣の餌となる生ごみや農作物の収穫残さ等の適正な管理
○ 地域における技術指導者の育成や地域住民等に対する知識の普及
○ 生息環境の整備や保全に資するため、地域の特性に応じた間伐の推進、
広葉樹林の育成等

資料：農林水産省作成
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（２）農村の資源等の保全・向上に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008 年度 2007 年度 増減率 

活動組織数 
 １８，８１３ 

 （２，５７８）

 １７，１４４ 

 （２，０４２）

  ９．７％ 

（２６．２％） 

取組面積 
１３５．５万 ha 

 （６．６万 ha）

１１６．３万 ha 

 （４．６万 ha）

 １６．５％ 

（４３．７％） 

農村地域

生物を介した物質循環
〔役割〕
・水、大気、物質の循環利用の促進
農業生産に伴う環境負荷の軽減

〔役割〕
集落共同作業の主体
伝承文化の継承の主体

農村コミュニティ

農

業

の
自 然 循

環

機

能

水田、畑等
水田の区画整備済 61％

（30ａ以上）
畑の末端農道整備済 73％

〔役割〕
食料の安定供給
国土保全
有機物分解等物質循環
美しい景観の形成

農地

家畜排せつ物、集落排水汚泥、
食品廃棄物等

〔役割〕物質循環の一部を形成

有機性資源

農業用水、用水路等
用水使用量：549億ｔ
基幹的水路：約４万７千km
基幹的水利施設：約７千か所
ため池：約21万か所

〔役割〕
食料の安全供給
健全な水循環系を形成
集落内の防火用水､生活用水､
生態系保全、親水､消流雪用水､
景観形成等に寄与

農業用水

自然環境、生物多様性、美しい
農村景観等

〔役割〕
生き物の生息空間の提供
ゆとりややすらぎの提供

農村の環境と景観

農村地域

生物を介した物質循環
〔役割〕
・水、大気、物質の循環利用の促進
農業生産に伴う環境負荷の軽減

〔役割〕
集落共同作業の主体
伝承文化の継承の主体

農村コミュニティ

農

業

の
自 然 循

環

機

能

水田、畑等
水田の区画整備済 61％

（30ａ以上）
畑の末端農道整備済 73％

〔役割〕
食料の安定供給
国土保全
有機物分解等物質循環
美しい景観の形成

農地

家畜排せつ物、集落排水汚泥、
食品廃棄物等

〔役割〕物質循環の一部を形成

有機性資源

農業用水、用水路等
用水使用量：549億ｔ
基幹的水路：約４万７千km
基幹的水利施設：約７千か所
ため池：約21万か所

〔役割〕
食料の安全供給
健全な水循環系を形成
集落内の防火用水､生活用水､
生態系保全、親水､消流雪用水､
景観形成等に寄与

農業用水

自然環境、生物多様性、美しい
農村景観等

〔役割〕
生き物の生息空間の提供
ゆとりややすらぎの提供

農村の環境と景観

○農山漁村は農業と林業、水産業が相互に密接にかかわりを有しており、生産基盤である農
地、森林、海域が水や大気、物質の循環に貢献しつつ様々な多面的機能を発揮。 

 
○農村には農地・農業用水等の資源が存在し、それらが適切に管理されることが農業の多面
的機能の発揮の前提。 

資料：農林水産省作成 

○2008 年度の「農地・水・環境保全向上対策」の取組は、導入した前年に比べて活動組織数、
取組面積とも増加。営農活動支援の取組は、取組面積が４割増加するなど大幅に増加。 

農村資源の概要 

農地・水・環境保全向上対策の取組状況（2008 年７月 15 日現在） 

資料：農林水産省調べ 
 注：1) ( )は、営農活動支援に係るもので内数 
   2) 申請期限は原則６月末日であるが、特別な事情がある場合には10月末日まで採択申

請を受け付けており、2008年度の数値は暫定値 
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（単位：万 ha、万戸、万人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
全国 

うち中山間地域 

総土地面積 3,718 2,717  65％

総世帯数 4,957 605 12％

総農家数 285 124 43％

総人口 12,777 1,741 14％

農家人口 837 333 40％

○我が国の６割は中山間地域であり、農家戸数、農業産出額は全国の４割。流域の最上部に
位置することから、農業の多面的機能は下流域の都市住民を含む多くの国民が享受。  

○他方、傾斜や小区画・不整形等の農地の制約、過疎化・高齢化等により経営規模や経営コ
スト等において平地と格差があり、耕作放棄による農業の多面的機能の低下が懸念。 

 
○2000 年度より、中山間地域等において農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保する
観点から、農業生産条件の不利を補正するための中山間地域等直接支払制度が導入。  

○2000 年から５年間では、制度に取り組んだ 66.5 万 ha の農用地において耕作放棄の発生が
防止されるなど、耕作放棄の発生抑止に一定の効果。2005 年度からは、集落の具体像を明
らかにし、担い手の育成、生産性の向上、集落間連携の強化を推進するなど、新たな対策
として実施。  

○2007 年の中間年評価では、評価の対象となった２万８千の集落協定のうち、95％が「優」
または「良」となるなど、地域において制度が順調に取り組まれていると評価。また、集
落内での話合いの回数が増え、都道府県、市町村は、地域等の活性化にも効果ありと評価。

0.5ha未満 
3.0ha以上 

0.5～1.0 

2.0～3.0 

中山間地域の状況（2005 年） 経営規模別販売農家のシェア（都府県、2005 年） 

1.0～2.0 

資料：農林水産省「農林業センサス」 
 注：グラフ中の数値は販売農家数（単位：万戸） 

中山間地域等直接支払制度による集落での話合いの変化 

資料：農林水産省「農林業センサス」、総務省「国 
勢調査」 

 注：中山間地域の右欄は対全国比 

0     20   40    60    80    100 
％ 
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中山間地域

(共同作業等の話合いの変化) (話合いの回数の変化) 

締結前からあまり

行われていない 

21.5％ 

協定締結前から 

行っていたが、 

協定締結を契機 

に活発に行われ 

るようになった 

29.5％ 

協定締結前から活

発に行われている 

7.4％ 

協定締結前はあ

まり行われてい

なかったが、協

定締結を契機に

活発に行われる

ようになった  

41.7％ 

４～６回 

増えた 

25.1％ 

７～９回 

増えた 

4.0％ 

10回以上 

増えた 

2.4％ 

減った 

0.1％ 

変わらない 

15.5％ 

１～３回 

増えた 

52.8％ 

資料：農林水産省「中山間地域等直接支払制度中間年評価の結果」（2008年６月公表） 
 注：集落協定等の代表者に対するアンケート調査 
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（３）農商工連携等を通じた農村経済の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本経済は、このところ弱まっている。地域経済の活性化に向けて、地域の基幹産業であ
る食品産業等と農林水産業が連携を強化し、互いの有するノウハウ・技術等を活用するこ
とで、両者の強みを発揮した新商品の開発や販路開拓等新たな地域ビジネスの展開を促進
するとともに、街中商店街をはじめとする農産物直売所の設置等を支援することが重要。 

○また、食料自給力・自給率の向上のためにも、国産農産物の生産と消費をつなぐ取組の強
化が重要。 

 
○このため、各地域において、「農商工等連携促進法」（2008年７月施行）をはじめとする支
援により、農林漁業者と食品事業者が連携して高付加価値の新商品開発、新サービスの提
供等の様々な取組が促進され、雇用の創出や地域全体の所得向上に結び付くことが期待。

資料：農林水産省作成 

農商工連携の意義 

＜事例：農商工連携の取組＞ 

農商工連携の強化 地域経済の活性化

経
営
の
改
善

・ 出会いの場づくり
・ 専門家の派遣

商工業者

農林漁業者 ・高付加価値の
新商品開発
・新サービスの提供

連 携
栽培技術等

ビジネスノウハウ等

それぞれの経営資源

・ 試作品開発
・ 実用技術開発

・ 生産拡大
・ 販路開拓

支 援

北海道旭川市、名寄市 宮崎県宮崎市

菓子製造技術と高品質作物の
栽培技術を活かして、泌尿器系
疾患の予防に効果があるといわ
れているペポカボチャの種を原
料にした新商品の焼き菓子を開
発・販売。機能性と北海道の四
季をイメージした商品構成。

北海道ナッツ(ペポカボチャの種)
を活用した機能性菓子の開発

IT技術を活用した牛の繁殖経営
の安定化

滋賀県高島市

健康果実アドベリーの産地化と
地域ぐるみのブランド化

地域が一体となって、稀少果
実であるニュージーランド産の
ボイズンベリーを地域名（安曇
川：アドガワ）を冠した「アド
ベリー」として産地化。
栽培指導と果実の一元管理、
新商品開発と専門家による認定
を実施。百貨店、道の駅、地元
スーパー等で販売。

機能性食品で連携 ブランド化で連携 IT導入で連携

通信機器製造業者、開発販売
業者、大学･研究機関、酪農組合
が連携して、牛の発情を発見で
きる装置を開発。
適時の人工授精と分べん間隔

の短縮を実現することにより、
農家の経営安定化に貢献・全国
で約800戸の畜産農家で導入済み。

あさひかわし なよろし たかしまし みやざきし
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（４）共生・対流の促進を通じた農村地域の活性化 

（都市農業の重要性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子ども農山漁村交流プロジェクトの推進状況） 
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3

3

3

3

3

0 20 40 60 80 100

農産物に対する関心が増
した
食卓に野菜が出る頻度が
増した
食品の安全性等への関心
が増した
農業に対する理解が進ん
だ
家族が野菜をよく食べる
ようになった
食生活が健康的になった
とれる野菜によって料理
を工夫するようになった
自宅で料理をする頻度が
増えた
料理のレパートリーがふ
えた

多少はそう思う
あまり思わない

無回答

どちらとも
いえない

全く思
わない

そう思う

％

農業体験農園に入園する前との考え方や生活の変化（複数回答） 

○都市農業は、都市住民への新鮮な農産物の供給にとどまらず､緑地空間や景観の形成､市民
農園を利用した農業体験・交流活動の場の提供､都市部の気候緩和､災害時の避難場所とい
った様々な役割を発揮。  

○市民農園は、都市住民が身近に農業を体験し、健康増進や生きがいづくり、ふれあいの場
として年々増えており、2007 年度末には全国で 3,273 農園、過去５年間で 16％増加。 

 
○農業体験農園は、健康増進や生きがいづくり､ふれあいの場として増加。入園後に「農産
物に対する関心が増した」「食卓に野菜が出る頻度が増した」など副次的な効果。 

資料：東京都農業会議「農業体験農園の取り組み実態と評価に関する調査」（2008年４月公表） 
 注：農業体験農園に入園している680人を対象として実施（回収率84.9％） 

小学生を対象とした長期宿泊体験活動の受入れの実績と今後の意向 

○子どもが農村に出かけて宿泊を伴う農業体験学習を行うことは、情緒の安定や積極性・自
主性等、特に精神的側面で高い効果。子どもの農山漁村での長期宿泊体験活動の受入れは、
17％の市町村で実績、他方半数以上が今後受入れを希望。  

○2008 年度より子ども農山漁村交流プロジェクトが開始され、受入れモデル地区では、300
校、１万８千人の小学生が体験活動を実施。 

資料：国土交通省「都市農山漁村連携交流推進調査」（2008年３月公表）
 注：2007年10月１日時点で過疎地域、振興山村地域、半島振興地域、離島振興地域、特定農山村地域に指定されている

1,162市町村を対象としたアンケート調査（回収率45.8％） 

ある ない わからない 
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9
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これまでの受入れ実績

％



 - 34 -

（若者や団塊世代を活用した共生・対流の取組） 
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これまで農山漁村地域を訪れた
り、住んだりしたことはない　

かつては農山漁村地域を訪れたこ
とがあるが、最近は訪れていない

旅行や出張等のついでや途中に、農山漁村
地域を訪れた（立ち寄った）ことがある　

ときどき（年１～３回程度）、なにかしらの
活動目的を持って農山漁村地域を訪れている

頻繁に（年４～５回以上）、なにかしらの活
動目的を持って農山漁村地域を訪れている 

現在農山漁村地域に住んでいる、
あるいは長期滞在している　　　

％

○都市と農村の共生・対流は、農村での一時滞在から定住まで、多様な形態で展開。都市住
民の７割は今後農山漁村を訪れて過ごすことに興味があり、訪問の頻度が多いほど、興味
や訪問意向が高い傾向。  

○農村で自然、文化、人々との交流を楽しむグリーン・ツーリズムが拡大。国際グリーン・
ツーリズムモデル地区における外国人モニターを対象とするツアーでは、出身国によら
ず、農山漁村の景観や滞在に対する満足度は高い。 

 
○農村に存在する有形無形の資源を活用し、地域活性化につなげるためには、若者のＩター
ンや退職を契機とした団塊世代のＵターン、都市住民の二地域居住等に加え、地域を客観
的に判断できる外部アドバイザー等、多様な人材が必要。行政、農業関係団体、民間等が
様々な形態で人材育成や定住・二地域居住のための情報の受発信等の取組を展開。 

 
○我が国の人口が減少するなか、都市の住民だけでなく、NPO、大学、企業等も加え、共生・
対流を一歩進めた「都市との協働」が重要。 

農山漁村へのこれまでの訪問体験と興味・訪問意向 

興味があり、 
是非訪れたい 

興味があり、機会
があれば訪れたい 

興味があるが、訪れる
つもりはない 

興味はない 

＜事例：団塊の世代の就農に向けた研修の取組＞ 

山口県では、他産業従事者やＵターン者を中心に農業に興味や関心をもつ者が増加してきたこと
から、農業大学校等の施設を利用した就農のための研修として「やまぐち就農支援塾」を実施して
いる。実作業体験を組み合わせたこの研修に、毎年応募者が定員を大幅に上回ることから、書類選
考で、近々退職し実家の農業を引き継ぐ等緊急性が高い者を優先している。20歳代から70歳代ま
で幅広い年齢層の受講者がいるが、50歳代後半から60歳代前半が多く、これまでに300人程度の
修了生を輩出している。 

        
実習風景 講義の様子 

資料：国土交通省「都市農山漁村連携交流推進調査」（2008年３月公表） 
 注：1) インターネット調査会社に登録しているモニターを対象として実施したアンケート調査（回答総数２万） 
   2) 調査対象は、東京23区及び全国の政令指定都市に居住する男女 
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